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○

平成 27 年度⽮板市⼈事⾏政の運営などの状況について 
　矢板市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に
基づき、職員の任用状況や離職状況・職員の給与の仕組
み・支給状況などについて、お知らせします。
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

部門別職員数 基準日：4月1日（単位：人）
部　門 平成 26年 平成 27 年 平成 28 年
一般行政 118 121 121
福祉行政 60 56 56
一般行政計 178 177 177
特別行政 51 48 49
公営企業等 30 32 33
総合計 259 257 259

支出総額（A) 人件費（B) 人件費率（B)  /（A)
127 億 9,040 万円 18 億 5,159 万円 14.5%

給　料 職員手当 合　計
8 億 6,658 万円 4億 5,332 万円 13 億 1,990 万円

研修機関 受講人数（人） 備　考
塩谷・那須南ブロック研修 127（延べ） 新採用職員研修ほか17講座
栃木県市町村振興協会研修 31 行政法研修ほか28講座
市町村職員中央研修所
（市町村アカデミー）等 42 徴収事務ほか20講座

平成 26年度 平成 27 年度 比較増減額
職員体育大会 0 円 0 円 0円
人間ドック助成 690,000 円 720,000 円 30,000 円
その他（常備薬等） 57,672 円 25,942 円 -31,730 円

合　計 747,672 円 745,942 円 -1,730 円

部　門

平成25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成28年度
退職者数 採用者数 退職者数 採用者数 退職者数 採用者数
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考

一般行政職 10 3 12 2 5 6 10 7 4 10 3
技能労務職 2 1
合　計 16 14 11 10 11 13

職員の任免状況 （単位：人）

給与費の状況（一般会計）
月　額

一般行政職 大学卒 176,700 円
高校卒 144,600 円

職員の初任給の状況

経験年数
10年 15 年 20 年

一般行政職 大学卒 230,973 円 270,011 円 321,909 円
高校卒 - 220,250 円 318,800 円

技能労務職 高校卒 - - 266,650 円

経験年数別・学歴別平均給料月額

職員の健康の保持増進対策
①健康診断の実施
　（年2回の職員の定期健康診断、人間ドックなど）
②メンタルヘルス対策
　（研修会の開催、職場の状況・職員の症状に合わせた産業医による相談など）
③福利厚生事業の実施
　（地方公務員法に基づく職員の保険、元気回復のための事業実施など）

主な職員研修の実施状況
　職員の能力向上による、より充実した住民サービスを目的と
して、県や各行政機関主催の職員研修に、職種に合わせて参
加しています。

給料・報酬額（月額） 期末手当
市　長 845,000 円

 6 月期
12 月期
計

1.30 月
1.65 月
2.95 月

副市長 669,000 円
議　長 440,000 円
副議長 355,000 円
議　員 325,000 円

特別職の報酬額

人事費の状況（一般会計）

そのほかの主な職員手当の支給額
内　容

扶養手当
※国と同じ

配偶者 13,000 円
扶養親族　1人につき 6,500 円
配偶者の無い場合　1人まで 11,000 円

住居手当
※国と同じ

賃貸住宅

○家賃が23,000円以下 家賃の月額から
12,000円を控除した額

○家賃が23,000円を超えるもの 27,000 円以内
持家住宅 支給なし

通勤手当
※国と同じ

交通機関利用者＝運賃相当額
自動車等利用者
○片道   2㎞未満 支給なし
○片道   2㎞以上   5㎞未満 2,000 円
○片道   5㎞以上 10㎞未満 4,200 円
○片道 10㎞以上 7,100～ 31,600円

※職員手当に退職手当は含みません。

手当の種類 金額（万円）
扶養手当（扶養親族のある職員に支給） 2,132
住居手当（借家等に居住し家賃を払っている職員に支給） 717
時間外勤務手当（正規の勤務時間を超えて勤務した時に支給） 4,106
宿日直手当（日直業務に従事したときに支給） 103
管理職手当（管理職の職責に応じ支給） 2,917
管理職員特別勤務手当（管理職員が週休日または休
日に勤務したときに支給） 11
通勤手当（電車、自家用車等により通勤する職員に支給） 1,013
特殊勤務手当（危険、困難、不健康な業務に従事したとき支給） 0
児童手当（中学３年生以下の児童を持つ職員に支給） 1,252
期末・勤勉手当（民間企業のボーナスなどに相当し、年２回支給） 33,081

合　計 45,332

職員手当の内訳

期末・勤勉手当の支給割合
6月支給 12 月支給 計

期末手当 1.225 月分 1.375 月分 2.600 月分
勤勉手当 0.750 月分 0.850 月分 1.600 月分

退職手当の基礎支給割合
勤続 20年 勤続 25年 勤続 35年 最高限度

自己都合退職 20.445月分 29.145月分 41.325月分 49.59 月分
応募認定退職 27.405月分 34.5825月分 49.59月分 49.59 月分
　退職手当の支給割合は、加入している栃木県市町村総合事
務組合が国の支給割合を参考に決定しています。また、矢板市
では定年退職時特別昇給を平成16年度より廃止しています。

職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。（※国と同じ）

　今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊
い犠牲に思いを致し、国として改めてご遺族に弔慰の意
を表するため、償還額を年 5万円に増額するとともに、
5年ごとに国債（記名国債）を交付し、戦没者等のご遺
族に特別弔慰金を支給します。
支給内容／
　額面 25 万円（5年償還の記名国債）
請求期間／
　平成 27 年 4月 1日（水）～平成 30 年 4月 2日（月）
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができ　
　なくなりますので、ご注意ください。
支給対象／
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日（基
準日）において、公務扶助料等の年金給付の受給権者が
いない場合、次の順番による先順位のご遺族 1人
①平成 27 年 4月 1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護
　法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していた等の要件
　を満たしていた方に限る。
④上記①～③以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を
　有していた方に限る。

申請窓口／

※請求がまだの方は、特設会場開設期間にお越しください。
申請・問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６　

戦没者等のご遺族の皆さんへ
第 10 回特別弔慰⾦が⽀給されます

【既に第 10回特別弔慰金の請求がお済みの方へ】
　既に第 10 回特別弔慰金の請求が済んでおり、国庫債券および裁
定通知書の交付通知が届いてない方につきましては、件数膨大によ
り栃木県での審査処理に遅延が生じております。国庫債券および裁
定通知書が市に届き次第、随時ご本人様に通知をしている状況です
ので、もうしばらくお待ちください。
　なお、国庫債券等がお手元に届いた時点で、過年度分の償還金が
発生していた場合、同時に受け取ることができます。
（例：平成 28 ～ 32 年の 4月 15 日が基準日、平成 29 年 5月に国債
等が届いた場合、平成 28・29 年分の 2カ年分が受け取れます。）

　賃金引上げの恩恵が及びにくい年金生活者への支援や
消費税引き上げの影響緩和の観点から、次の 2種類の
臨時福祉給付金の支給を実施します。

※該当すると思われる方には、8月下旬に申請書を郵送
　します。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

臨時福祉給付⾦についてのお知らせ

臨時福祉給付金（簡素な給付措置） 年金生活者等支援臨時福祉給付金
（障害・遺族基礎年金受給者向け）

制度のねらい 消費税率引上げによる所得の低い方への
影響緩和のための臨時的措置

賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者の支援、
年金受給世帯の所得全体の底上げ

受付期間 9 月 5 日（月）～ 12 月 5日（月）
支給金額 1 人 3,000 円（1回限り） 1人 30,000 円（1回限り）

支給対象
平成 28 年度分の住民税が課税されていない方

※ただし、住民税において、課税者の扶養親族になっている
　方、生活保護の受給者である方などは対象となりません。

左記の臨時福祉給付金の支給対象に該当し、
障害および遺族基礎年金を受給している方

※ただし、年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の
　支給を受けた方は対象となりません。

期間 場所

8月22日（月）～26日（金） 特設会場
（保健福祉センター前プレハブ）

上記以外 社会福祉課

【矢板市戦没者追悼式～原爆死没者に黙とうを～】
　8月 15 日（月）は、71 回目の終戦記念日です。戦没者を追悼し、
平和を祈念する日として、政府主催により日本武道館で全国戦没
者追悼式が執り行われます。
　市においても、戦没者 896 柱の御霊に対し、戦没者追悼式を
執り行いますので、ご参列賜りますようご案内を申し上げます。
日時／ 8月 15 日（月）11：45 ～
場所／長峰霊苑
※当日は、半旗を掲揚し、正午のサイレンを合図に 1分間の黙と
　うをささげましょう。
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取引⽤・証明⽤の
「はかり」定期検査開催

時間／ 10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 15：00
対象となるもの／
　商店・会社・宅配便などの取引用（営業用）と、病院・
学校・保育所などの証明用に使われる「はかり」
必要なもの／
　はかり、手数料（お問い合わせください）
そのほか／
　検査を受けない「はかり」は、取引（営業）証明に使用
できなくなりますのでご注意ください。
問い合わせ／
　市商工林業観光課　☎（４３）６２１１
　県計量検定所　　　☎０２８（６６７）９４２５

場所 対象地区
9/14（水） 片岡公民館 片岡地区全域
9/15（木） 泉公民館 泉地区全域

9/16（金）
生涯学習館

扇町1丁目、扇町2丁目、鹿島町、末広町、
早川町、富田、木幡、川崎反町、境林、
高塩、倉掛、片俣、塩田、幸岡、針生

9/20（火）
上町、本町、東町、矢板、館ノ川、下
太田、荒井、土屋、中、沢、成田、豊田、
そのほか指定日に受けられなかった方

　お盆などの休暇期間中に自宅の大掃除をする方も多い
と思います。指定袋やコンテナに入らない大きさのごみ
は粗大ごみとなりますので、直接環境衛生センターへ持
ち込みをお願いします。
　また、家庭で使用した家電製品については、くらし安
全環境課で無料回収しています。ぜひご利用ください。
回収対象／家庭で使用した電気や電池で動く製品類
※家電 4品目、除湿機、オイルヒーター、布製品類は回
　収できませんので、ご注意ください。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

粗⼤ごみの出し⽅
家電製品の回収について

　上記の小・中学校で開催する運動会に、お近くの高齢
者の方々をご招待します。対象になる各地区の高齢者の
方は、ぜひご参加ください。
※乙畑小・泉小・泉中へ参加を希望される方は、お手数で
　も事前に各学校にご連絡くださいますようお願いします。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７ 

平成 28 年度市内⼩・中学校
運動会への⾼齢者招待について 
学校名 開催日 招待対象者 問い合わせ
西小学校

9 /１0
（土）

70歳以上の方 ☎（４３）０２６３
矢板小学校

75歳以上の方

☎（４３）００４３
川崎小学校 ☎（４３）０２６５
泉小学校 ☎（４３）０４０４
片岡小学校 ☎（４８）０５１０
乙畑小学校 ☎（４８）０６１０
矢板中学校 9 / 3

（土）
☎（４３）０１４４

泉中学校 泉中生徒の祖父母 ☎（４３）０４０７

　整骨院・接骨院は柔道整復師が施術する施設で、医療
機関とは異なります。国民健康保険が「使える場合」と「使
えない場合」がありますので、正しく理解してかかるよ
うにしましょう。
●国保を使えるのはどんなとき？
　骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫（いわゆ
る肉ばなれを含む）の施術を受けた場合に、保険の対象に
なります。ただし、保険医療機関（病院、診療所など）で、
同じ負傷等の治療中は、施術を受けても対象になりませ
んので、ご注意ください。また、骨折および脱臼は、緊
急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必
要です。
　単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術も対象には
なりません。このような症状で施術を受けた場合は、全
額自己負担となります。 

●治療を受けるときの注意
　療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら
保険者へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則
ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、
患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が
患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委
任」という方法が認められています。
　このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・
診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払
うことにより、施術を受けることができます。
　柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、
施術を受けるときには、必要書類に患者のサインをいた
だくことが必要となります。

問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８ 

柔道整復師の施術を受けられる⽅へ
療養費の⽀給の適正化について

受付期間／
　8月 22 日（月）～ 9月 14 日（水）8：30 ～ 17：00
　※土・日を除く（道の駅やいたは、土・日申込可能）
※すべて送料込みの金額です。（ただし、本州以外は別途 300 円）

発送予定日／ 9 月 28 日（水）
申込方法／
　農業振興課、農業公社、道の駅やいたにある申込書に
記入の上、代金を添えてお申し込みください。ファクス、
ホームページからの申し込みも可能です。
※農作物の育成や天候により、発送日・品目が変更にな
　る場合もありますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ／
　矢板市ふるさと便推進協議会事務局（市農業公社）
　☎（４３）２６５０ 　 （４３）２６５１
　 http://www.yaita-nougyoukousya.jp

 フルーツ便

野 菜 便
11品目：3,500円　13品目：5,000円
矢板たかはら米、味噌、巨峰、ピーマン、なす、
長ネギ、りんごジュース、たまご　など

5品目：3,500円
矢板たかはら米、梨、ぶどう、りんご　など

新 米 便
（矢板たかはら米）

  7kg：3,500円 　11kg：5,000円
15kg：6,700円

緑とつつじの⼋⽅⾼原ふるさと便募集

日時／ 8 月 27 日（土）
　　　16：00 ～ 21：00
　　　※雨天中止
場所／川崎城跡公園
　　　自然観察ふれあい広場
主なイベント／
　16：00 ～　物産展開店
　17：00 ～　あんどん点灯
　18：00 ～　開会式
　18：10 ～　イベントタイム（こどもみこし、エイサーなど）
　20：40 ～　花火打ち上げ
※詳しくは、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞都市建設
　課＞第9回「光と音のあんどんまつり」を開催します）をご覧ください。
問い合わせ／
　川崎城跡公園再生市民会議事務局
　（都市建設課  市街地整備班）　☎（４３）６２１３

第 9 回光と⾳の
あんどんまつり開催

※詳しくは、市ホームページ、塩谷広域行政組合消防本
　部ホームページをご覧ください。

平成 29 年 4 ⽉
職員採⽤案内

矢板市職員 塩谷広域行政組合職員

職種
一般事務

保健師 消防職
Ａ 行政 B 建築土木

採用人数 3人程度 1人程度 1人 8人程度

受付期限 8 月 15 日（月）＊必着 8月 22 日（月）＊必着

受付時間 8：30 ～ 17：15 8：30 ～ 17：00
（土・日・祝日を除く）

申込
問い合わせ

〒 329-2192 
矢板市本町 5-4
矢板市総務課
☎（４３）１１１３

〒 329-2145 
矢板市富田 94-1 
塩谷広域行政組合
消防本部消防総務課
☎（４４）２５１３

募集募集 学校図書事務員

●環境衛生センター（さくら市松島 823）
　☎０２８（６８２）５６１９
受入時間／
　平日（※祝祭日を含む）
　　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 16：30
　土曜　8：30 ～ 11：30
※お盆期間中（8/14 は休場）は混雑が予想されます。
料金／ 10kg につき 150 円
持ち込めないもの／
 ・家電 4品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機）
 ・自動車部品 ・農業資材
 ・コンクリート等ガレキ類、その他産業廃棄物

▲地図はこちらから

募集人数／ 2 人
賃金／時給 820 円
任用期間／ 10 月～平成 29 年 3月
勤務時間／月～金曜日　1日 5時間
仕事内容／
　市内学校図書館での図書の貸し出し・整理など
応募方法／
　8月 15 日（月）までに、市販の履歴書を直接、また
は郵送で提出してください。＊必着　
選考方法／書類選考、面接（日時、場所は後日連絡します。）
申込・問い合わせ／
　〒 329-2165　矢板市矢板 106-2
　矢板市教育総務課　☎（４３）６２１７

酸素カプセル
30 分 2,000 円
45 分 2,500 円
60 分 3,000 円

クイック整体
15 分 1,000 円
30 分 2,000 円
45 分 3,000 円

元プロアスリートが施術するお手軽でお手頃な整体
クイック整体「整え屋」がオープンしました。

【店舗名】クイック整体「整え屋」
【営業時間】10：00 ～ 20：00
※完全予約制、不定休
※予約方法など、詳しくは
　フェイスブックをご覧ください。

体○
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トレセンピラティス
教室（後期）募集

⽶粉のお菓⼦教室
（後期）募集

　米粉を使ってケーキ作りをしながら、仲間づくりをし
ませんか？初心者でも楽しく参加できます。
日時・内容／全 3回

場所／矢板公民館　調理実習室
定員／ 20 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／ 3,500 円（材料費 3回分）＊初回に集金します。
講師／野村　みどり先生
持ち物／
　エプロン・三角巾・ゴムべら・泡だて器・ハンドミキ
サー・筆記用具・持ち帰り容器
申込方法／ 8 月 5 日（金）～ 26 日（金）に、電話でお
　　　　　申し込みください。
申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

日時 内容
① 9 月 24 日（土）

9：30～12：00
フルーツタルト

② 10 月 29 日（土） レモンフェザーケーキ
③ 11 月 27 日（日） デコロールケーキ

※日時・場所は変更になる場合があります。
対象／市内に在住・通勤・通学している方、市文化協会会員
申込方法／
　8月 22 日（月）までに、生涯学習課、矢板・泉・片
岡公民館にある申込用紙でお申し込みください。
※出演は 1人 1種目、出展は 1人 1点で 2種目まで
申込・問い合わせ／
　矢板市文化祭運営事務局（生涯学習課）　☎（４３）６２１８

第 49 回⽮板市⽂化祭
出演者・出展者募集
種目 日時 場所

出
演

芸能発表会
吟詠、剣詩舞、民謡、
舞踊、音楽など

11/3（祝・木）
9：00開場、9：30開演 文化会館 大ホール

出
展

作品展
書道、絵画、写真、
手工芸、文芸など

11/1（火）～ 3（祝・木）
9：00～16：00

（最終日 ～15：00）

生涯学習館 体育室

華展 文化会館 小ホール
盆栽展 生涯学習館 ロビー

茶会 11/3（祝・木）
10：00～15：00 矢板公民館

○

募集 健康ウォーキング
　健康づくりみどりの会に
よるウォーキングを行いま
す。今年は市内をウォーキ
ングします。あなたもぜひ
参加してみませんか？
日時／
　9月 25 日（日）城の湯ふれあい館 9：30 集合
　10：00 出発、12：30 城の湯ふれあい館解散予定
※荒天時は、城の湯ふれあい館で体操をする予定です。
コース／
　ふれあい館～剣神社～塩 神社（約 2時間）
対象／市内在住の方
定員／ 50 人程度
参加費／ 100 円（保険料含む）＊当日集めます。
必要なもの／飲み物、雨具など
そのほか／
 ・健康づくりみどりの会の減塩みそ汁試食があります。
 ・65歳以上の方は、お元気ポイント事業の対象となります。
申込方法／
　9月 14 日（水）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

初⼼者のための
パソコン教室募集

　マウスやキーボードの操作など、パソコンの初歩的知
識を身につけ、ワープロソフト（ワード）で文章や図が
作れるようになるまでを学びます。講師とアシスタント
が、わかりやすく、丁寧に手ほどきします。
日時／ 10 月 11日（火）～平成 29年 3月 21日（火）の
　　　毎週火曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　全 18 回　10：00 ～ 12：00　
場所／矢板公民館　2階大会議室
対象・定員／一般成人（初心者）30 人
参加費／ 6,000 円程度（教材代）
講師／シルバー大学校北校　パソコンクラブ卒業生
持ち物／
　ウインドウズ 8/8.1/10 搭載のマウス対応ノートパソ
コン（※マイクロソフト オフィス 2013/2016 をインス
トールした状態でお持ちください。）
申込方法／ 8 月 3日（水）～ 9月 2日（金）に、電話で
　　　　　お申し込みください。
申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

募集 郷⼟資料館体験講座
タデアイ叩き染め体験

　郷土資料館では、藍染めの原料「タデアイ」を栽培し
ています。この原料を使って、白い布に葉の模様の叩き
染め体験をしてみませんか？（※布全体の染色までは行
いません。）
日時／ 8 月 21 日（日）10：00 ～ 11：00
場所／郷土資料館
対象／小学生以上
定員／ 20 人（先着順）
参加費／ 100 円（保険料など）
持ち物／
　叩き染めをしたい白い布（ハンカチ・Ｔシャツ等）
申込方法／
　8月 19 日（金）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　郷土資料館　☎（４３）０４２３
　＊月曜休館

日時／
　9月 25 日（日）8：00 ～　※屋外種目は雨天中止
申込方法／
 ・①～④は、9月 2日（金）までに、参加費 1人 100 円
　を添えて、生涯学習課へお申し込みください。
 ・⑤は、9月9日（金）までに、さくら市スポーツ振興課
　FAX０２８ （６８２）７５４１にファクスでお申し込みいた
　だき、当日参加費１チーム1,000円をお支払いください。
そのほか／
 ・①②（レディースの部・メンズの部）は年齢不問、
　③⑤は性別不問、④は年齢・性別不問です。
 ・各種目の実施要項、参加申込書は、生涯学習課に備え
　付けています。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

募集 第 9 回塩⾕地区ニュースポーツ交流会
種目・場所 参加条件

①
グラウンド・ゴルフ
さくら市喜連川兎田河原
グラウンド・ゴルフ場

1チーム6人（うち女性2人以上）、10チー
ムまで

② ソフトバレーボール
さくら市喜連川体育館

1チーム7人以内、各部門2チームまで
（※試合は1チーム4人で実施）
・レディースの部・メンズの部・トリムAの
部（39歳以下）・トリムBの部（40歳以上）
（※トリムA・Bは試合時、男女各2人を選出）

③ ラージボール卓球
さくら市氏家体育館

１チーム単4人、複 2人、補欠2人の8人
（※4人以上で出場可）
・39歳以下の部…3チームまで　
・40歳以上の部…5チームまで

④ ペタンク
さくら市喜連川高校跡地野球場

1チーム5人（※3人以上で出場可）、5チー
ムまで

⑤
ミニサッカー

さくら市鬼怒川運動公園
サッカー場

1チーム監督1人（成人）、選手16人以内
（※試合は8人制ルールで実施）
小学生の部…各学年原則2チームまで

　呼吸を意識しながら体幹をトレーニングします。体力
に自信のない方でも安心して参加できます。
日時／
　火曜日コース　9月 13 日（火）～ 12 月 20 日（火）
　金曜日コース　9月 2日（金）～ 12 月 16 日（金）
　各コースとも（祝日を除く）　全15回　10：30～ 12：00
場所／
　9・12月　農村環境改善センター（沢）
　10・11 月　農業者トレーニングセンター（片岡）
定員／
　各コースとも 20 人　＊応募者多数の場合は抽選
参加費／ 1,000 円（15 回分）
講師／藤田　明湖先生
持ち物／ヨガマット、タオル、飲み物
申込方法／
　8 月 19 日（金）～ 23 日（火）8：30 ～ 19：00（※
火曜日は 17：00 まで）に、直接お申し込みください。
※火曜日・金曜日の 2コース同時の申し込みはできませ
　んので、ご注意ください。
申込・問い合わせ／
　農業者トレーニングセンター　☎（４８）０６８０

○




